
～ は地域環境を守るお手伝いをいたします～

廃棄物処理施設の新設・移転の際の許可申請には、周辺への環境影響を予測・評価
して必要に応じて環境保全対策を行う【生活環境影響調査】が義務付けられています。

「廃棄物処理法（廃掃法）平成10年6月」

調査事項の整理

排水を伴う施設の場合・・・・・・・・下流河川、地下水、周辺環境への影響予測
騒音・振動を伴う施設の場合・・・・・騒音・振動の調査、周辺民家等への影響予測

施設の種類に応じ、周辺への影響が想定される
調査項目を選定します。
・大気環境（SO2、NO2、SPM、騒音、振動、悪臭）
・水環境（BOD COD SS ダイオキシン類

正確な予測を行う為、自
然的（地質など）、社会的
条件（土地利用）を把握し
ます。項目により、現況調
査を実施します。

調査事項の整理

調査対象地域の設定

現 況 把 握

予 測

水環境（BOD、COD、SS、ダイオキシン類、
その他必要な事項）

大気や騒音振動の影響を受ける可能性がある周
辺地域を設定します。

騒音調査状況

調査事例

上記調査を基に予測評価を行い、保全目標
を上回る場合、 を検討します。

影響の分析

生活環境影響調査書
の作成
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